
 令和 5 年 4 月 1 日 料金改定     指定管理者：横大路スポーツネットワーク 

 

横大路運動公園トレーニングルームの利用料金一覧  

＜施設利用料金＞          （表中の金額の単位＝円） 

施設名 個人利用料 

トレーニングルーム 
１人１回につき  460   

1 人 1 月につき  4,600 

※個人利用については、障害のある方等への料金の免除があります。 
 
≪対象者≫ 
 ・身体障害者福祉法第 15 条第 4 項の規定により身体障害者手帳の交付を受けてい
る方 
 ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 45 条第 2 項の規定により精神障害

者保健福祉手帳の交付を受けている方 
 ・厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている方 
 ・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第 2 条第 3 項の規定により被爆者健康

手帳の交付を受けている方 
  ・戦傷病者特別援護法第 4 条第 1 項又は第 2 項の規定により戦傷病者手帳の交付を

受けている方 
 ・上記対象者の介護者（指定管理者が身体障害者等の障害又は傷病の程度に照らし

て必要があると認める場合を除いて、身体障害者等 1 人につき介護者は 1 人までで
す。） 

 
≪利用方法≫ 
 ・各施設の窓口において、直接上記手帳を提示してください。 


